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指定介護老人福祉施設 マザアス日野 

重要事項説明書 
 

１ 事業者が提供するサービスについての相談窓口 

   電話 ０４２－５８２－１６６１（午前 9時～午後 5時まで） 

   担当 生活相談課 生活相談員 

☆ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

☆ 外出や会議、不在日等がございますので、ご相談がある場合には、必ず事前にお電 

話でご確認下さい。 

 

２ 特別養護老人ホーム マザアス日野の概要 

（１） 提供できるサービスの種類 

施設名称   特別養護老人ホーム マザアス日野 

所在地    東京都日野市万願寺一丁目１６－１ 

介護保険指定番号  介護老人福祉施設  東京都１３７３５００１３９ 

 

（２） 同施設の職員体制（短期入所生活介護を含む配置で計算）令和 6 年 2 月 1 日現在 

※１ 両職種併せ常勤換算 40人の基準 ※２ 兼任については再掲 

※ 短期入所生活介護との関係により、居室数は変更になる場合があります。 

  各居室にはナースコール及びトイレ、洗面設備を備えています。 

 常  勤 非常勤 計 

管理者 １  １ 

医師  ２ ２ 

生活相談員 ３  ３ 

管理栄養士 ２  ２ 

栄養士 １  １ 

機能訓練指導員 １ ２ ３ 

介護支援専門員 ２  ２ 

事務職員 ３ ２ ５ 

看護師※１ ３ ３ ６ 

介護職員※１ ４０ １７ ５７ 

調理員 ６ ５ １１ 

合計人数※２ ６２ ３１ ９３ 

定 員 １０６名 静養室 １室（２床） 

居
室
※
１ 

個室 ３８室 医務室 １室 

２人 １６室 食堂 ６ヶ所 

４人 ９室 機能訓練室 １ヶ所 

浴 室 
一般浴槽 

機械浴槽 等 
談話室 ６ヶ所 
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３ サービス内容 

  施設サービス計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化を防止するよう、利

用者の心身の状況に応じて、妥当適切に援助を行います。 

・施設サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮します。 

・サービスの提供方法について、利用者または身元保証人に対し、理解しやすいよう 

に説明を行います。 

 

（１）施設サービス計画及び栄養ケアプランの立案 

①作成の手法 

    利用者の有する能力や環境等の評価を通じた課題分析を基に、利用者が自立した

日常生活を営む事ができるよう、計画を作成します。 

 ②期 間 

   利用者の要介護認定の有効期間内とさせて頂きます。 

③作 成 者 

   多職種協働の下、介護支援専門員が作成します。 

 

（２）食事の提供 

栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。また、可能

な限り食堂で食事を取る事を支援します。 

常勤の管理栄養士が立てる献立により、栄養のバランスと味の調和を図り、適温適

時の食事提供を行ないます。また、個々人の摂食・嚥下機能に着目した食形態にも配

慮し、管理栄養士が中心となり、看護師・介護員等施設職員が協働で、入所者の栄養

状態を評価した上で、栄養マネジメントを行ないます。 

尚、医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病食・腎臓病食、等も提供しておりま

す。 

配膳は３台の温冷配膳車を配置し、また食器は強化磁器を使用することにより適温

適時の食事提供の充実を図っております。 

主食、主菜については、相談のうえ、利用者の嗜好に配慮します。また、提供する

時間や場所についても、ご希望に添えるよう配慮致します。 

「特別な食事」として、利用者が個別に希望されるメニューや特別な調理を行なう選

択食、年間を通じて季節感あふれる料理等を提供します。尚、費用は別途ご負担いた

だく場合があります。また、クラブ活動やレクリーション等において、外部飲食店等

にて外食することもありますが、いずれも別途実費を頂くことがあります。 

   食事時間   朝食  ８：００～ 

          昼食 １２：００～ 

          夕食 １８：００～ 

 

（３）入浴 

週２回の入浴を原則とします。但し、利用者の状況により清拭等となる場合があり

ます。 

入浴方法は、一般浴、中間浴、機械浴、シャワー浴等があります。施設には、大浴

槽が３槽、小浴槽２槽、中間浴槽３台、機械浴槽１台が設置されております。利用者

の希望及びＡＤＬに応じた入浴を実施するため、入浴方法、時間、曜日等を施設が決

定します。 
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（４）排泄等 

利用者の心身の状況に応じて適切な方法により、利用者の身体能力を最大限活用し、

排泄の自立について必要な支援を行います。おむつを使用せざるを得ない利用者につ

いては、排泄の自立を図りつつ、適切におむつの取り替えを行います。また、褥瘡が

発生しないようできる限り離床に配慮するとともに、清潔で快適な生活が送れるよう、

着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援します。 

 

（５）機能訓練 

医師の指示の下、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が協働して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づき、計画

的に機能訓練を行ないます。 

 

（６）生活相談 

常勤の生活相談員が、生活に関する相談をお受けします。 

 

（７）健康管理 

医師、看護師により健康管理を行ないます。 

医師による診察等     別紙２をご参照下さい。 

看護師による健康管理   必要に応じ、バイタルサイン（検温、血圧測定、脈 

拍等）のチェック。 

その他必要に応じた処置。但し、健康管理に係る医療または介護の範囲は概ね以下

のとおりです。 

・医療機関でなければできない検査・治療処置を必要としないもの。 

・手術など病院での外科的処置を必要としないもの。 

・常時医師の監視及び服薬管理を必要としないもの。 

・身体的機能障害等を補完する医療器具を用いたケアで、配置医師の指導のもとで行 

なうもの。 

   健康管理室の概要    静養室 ベッド数 ２床 

医務室 心電図測定器、高圧蒸気滅菌器、血圧計、体温   

計、吸引器、吸入器、パルスオキシメーター等を常備。

家庭用医薬品類を常備。 

定期健康診断      年１回定期健康診断を配置医師の指示の下行ないます。 

入所時健康診断     入所時に配置医師の指示の下、健康診断を受けていた  

だきます。費用は利用者にご負担していただきます。 

医療利用の助力     通院の付添い介助、入退院の付添い介助等につきまして 

は、救急車による緊急対応を除き、原則として施設の協

力医療機関の範囲内といたします。その他につきまして

は、ご相談ください。 

療養食の提供      医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病食・腎臓病食

等も提供しております。介護保険に定める療養食加算の

適用となります。 

   登録特定行為事業者・登録特定行為従事者 

               厚生労働省通知等に基づき、適正な体制整備並びに所定

の登録及び手続きを経た場合、特定の介護職員による口

腔内のたんの吸引等の行為を行います。  
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（８）理美容サービス 

専門業者による散髪サービスを月１回施設内で実施します。美容につきましても実

施しております。費用及び業者は、別紙１をご参照下さい。尚、美容に関しましては、

実施日時を別途ご案内いたします。 

 

（９）行政手続の代行 

利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続きについて、利用者又

は身元保証人が行うことが困難である場合は、その同意を得て行政手続の代行を施設

にて受け付けます。但し、手続にかかる経費はその都度お支払いいただくと共に、代

行の内容によっては一部有料となる場合があります。詳細は相談員までお尋ねくださ

い。 

 

（１０）日用品等の提供 

日常生活において必要となる物品等について、施設が提供するサービスを申し込む

ことができます。尚、本サービスには、月度支払い代行サービス※１、及び保険証預

かり管理、郵便物管理に関する費用を含みます。また、通帳をお預かりしての金銭管

理代行（預り金）もございます。両サービスにつきましては【別紙１】に定める料金

がかかります。詳細は別紙１をご覧下さい。 

※１「月度支払い代行サービス」：当月にかかった日常生活にかかる諸費用に関する支

払いを施設が代行（費用の支払いを施設が立て替え払い）し、翌月利用者へ請求

するサービスです。 

 

（１１）買い物代行等 

嗜好品等の購入等を施設職員へ依頼することができます。尚、別紙１に定める費用

をご負担頂きます。詳細は、別紙１をご覧下さい。 

 

（１２）所持品の保管 

所持品の保管は、原則として、利用者本人で管理していただきます。また、所持品

の持込につきましては、居室で管理できる範囲内とさせていただきます。やむを得ず

量的質的な関係で持込をお断りする場合がございます。貴重品の管理、その他ご不明

な点は、相談員までご相談ください。 

尚、安全配慮上の理由により、施設への持込や所持をお断りする荷物等もございま

す。 

いずれのフロアにおきましても、危険物の持ち込みは、一切お断りしております。

はさみ、針等をお使いになる場合には、必ず事前に職員までお申し出下さい。また、

携帯電話は医療機器（ペースメーカー等）への影響を考慮し、使用を制限させていた

だいております。ご使用の際は相談員までご相談ください。 

 

（１３）余暇活動 

利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供し、利用者の活

動を支援します。各種行事やクラブ活動、趣味活動を多数予定しておりますが、天候

や諸般の事情によりやむなく中止又は延期になる場合がございますので、予めご了承

ください。行事、クラブ、余暇活動の実施予定は、掲示等によりお知らせいたします。

また、活動内容によっては【別紙１】に定める費用をご負担いただく場合がございま

す。 
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（１４）衣類・洗濯物の対応 

衣類につきましては、利用者に持参していただきます。 

洗濯につきましては、ホームで対応いたします。但し、紛失を避けるため、衣類に

は必ず名前を付けていただきます。名前の付け方は、相談員までご相談ください。 

尚、クリーニング業者が必要な衣類につきましては、別途ご相談ください。 

 

４ 居室 

（１）居室の決定 

施設が提供する居室は、個室・２人部屋・４人部屋です。利用者が利用する居室の

フロアおよび種類、居室内のベッド位置等については、利用者の希望及び居室の空室

状況等により、施設と利用者もしくは身元保証人との相談により決まります。但し、

利用者の心身状況、又は他利用者の諸状況により、ご希望に沿えない場合もあります。

尚、ご利用になる居室に応じて、【別紙１】に定める料金をご負担いただきます。 

 

（２）居室の変更 

施設は、利用者本人及び他利用者の生活状況及び介護サービス提供における質の維

持向上に鑑み、必要があると認められる場合には、利用者もしくは身元保証人と協議

をした上で、利用者が利用する居室及び利用フロアを変更することがあります。 

 

（３）居室の表示 

原則としてご利用いただく居室入口には、当該利用者の氏名が記載された表札を掲

示いたします。また、利用者がスムーズに自らの居室を見つけることができるよう、

表札以外にも居室や廊下に、居室場所を示す氏名等が記載された案内等を掲示するこ

とがあります。 

 

（４）入院・外泊中の取り扱い 

①入院及び外泊等により、当該居室の使用がなかった場合でも、入所契約が継続して

おり、当該居室が利用者のために確保されている期間に関しましては、継続的に居

住費をご負担いただきます。 

②入院及び外泊期間中に、利用者もしくは身元保証人の同意を得てその居室を他利用

者が一時的に使用する事があります。この場合、居室荷物等を一時的に居室外に保

管させて頂きます。また、他利用者が使用している期間は居住費のご負担はありま

せん。 

 

５ 利用にあたっての留意事項 

（１）面会 

午前９時～午後８時 

＊  時間外の面会は、お電話等でご相談ください。 

＊ 感染症の流行により中止させていただくことがございます。 

 

（２）外出・外泊 

食事、入浴等の調整が必要となりますので、必ず届けを提出していただきます。 

外出及び外泊中の食費に関しましては、【別紙１】をご参照下さい。 

外泊につきましては、特段の事情が無い限り、保険請求の関係上 1ヶ月に６日間を

限度とさせていただきます。外出・外泊共に、施設からの出発時間は 9:00～17:00と

させていただきます。 
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（３） 飲酒 

ご希望がある場合は配慮いたします。 

 

（４） 喫煙 

喫煙については指定箇所でお願いいたします。尚、防災上の理由により、煙草やラ

イター等は職員がお預かりいたします。 

 

（５）設備・器具の利用 

所定の方法に従ってご利用いただけます。尚、状況により利用を中止、又は制限さ

せていただく場合がございます。 

 

（６）信仰・政治 

信仰や思想の自由を尊重いたします。ただし、積極的な布教活動や政治活動等は、

自粛していただく場合がございます。 

 

（７）営利活動 

全面的に禁止させていただいております。 

 

（８） ペット 

基本的にペットの持ち込みはお断りしております。 

 

（９） 家具等のお持ち込み 

居室には据え付けのタンスが設置されていますが、居室に入るものであればなじみ

の物をお持ちください。 

＊ ベッドは介助用ベッドをご用意しておりますのでお持ち込みはできません。   

布団ご利用のご希望は、事前にご相談下さい。 

 

６ 入退所の手続き 

（１）入所の手続き 

①原則として「日野市介護老人福祉施設入所指針」に基づき、お申し込み頂きます。

②順番がきましたら、施設から連絡致します。事前面接、入居判定会議等を経て、入   

所可否判断を致します。 

③入所可能であれば、入所日を決めます。 

④入所と同時に契約を締結し、サービス提供を開始いたします。 

 

（２）退所の手続き 

  ①希望退所の場合 

    希望退所日の 15日前までに書面でご連絡下さい。 

②自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

・利用者が他の介護保険施設に入所した場合、他の介護保険施設への入所日。 

・利用者が死亡した場合若しくは被保険者資格を喪失した場合、死亡もしくは資 

格喪失日。 

・利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）または要支援と認定された場合、 

従前の要介護認定の終了日。      
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③その他 

   a）利用者が、サービス料金等の支払いを 2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず 30日以内に支払わない場合、または利用者やご家族等が当施

設や当施設の従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信的行為を行った場

合は、原則として退所していただきます。この場合、契約終了 15日前までに文書

で通知致します。 

ｂ）利用者が病院又は診療所に入院し、3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合又

は入院後 2ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、原則として

退所していただきます。尚、この場合、退院後に再度入所を希望される場合は相

談員までお申し出下さい。 

ｃ）やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退

所していただく場合がございます。この場合契約終了前 15日前までに文書で通

知致します。 

 

７ 個人情報の保護 

（１）施設及び施設の職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族に関する個人情報に

ついては、以下の場合を除き第三者に対して秘匿します。 

①利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある等正当な理由がある場合 

②正当な権限を有する官憲の命令による場合 

③利用者もしくは身元保証人により同意されている場合 

 

（２）施設及び施設の職員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。 

 

８ 緊急時の対応方法 

（１）利用者は身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった

時は、昼夜を問わず２４時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることが

できます。 

 

（２）職員はナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な

対応を行います。また、必要に応じ、医療機関への連絡等の処置を講ずる他、利用

者が予め身元保証人等緊急連絡先を届けている場合は、可能な限り速やかにその緊

急連絡先にも連絡いたします。 

 

（３）利用者の身体の状況が急激に変化したことにより、医療機関への連絡を要する場合

においては、職員は予め指定された医師もしくは配置医師が所属する医療機関へ連

絡し、適宜指示を仰ぎます。 

 

９ 衛生管理 

（１）施設は感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するため感染症

対策委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の職員に周知します。 

 

（２）施設は感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

 

（３）施設は、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施し

ます。 
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１０ 口腔衛生 

施設は利用者の口腔の健康の保持を計り、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の

管理を計画的に行います。 

 

１１ 感染症や自然災害発生時の対策 

（１）施設は、感染症や自然災害が発生した際も、利用者に対するサービスの提供を継続

的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（業務継続計画）を

策定し、当該計画に従い、必要な処置を講じます。 

 

（２）施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

 

（３）施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。 

 

１２ 非常災害対策（火災等） 

防災時の対応  非常災害が発生した場合、施設利用者の避難等、適切な措置を講じ

ます。また、非常災害に関する具体的な消防計画を立てております。 

防災設備    火災通報装置、煙探知機、スプリンクラー等 

防災訓練    各部署において火災を想定した訓練を実施します。 

防火責任者   防火管理者 

 

１３ サービス内容に関する相談、苦情受付の窓口の設置 

（１）苦情解決体制 

①苦情解決責任者：施設長 

②苦情受付担当者：生活相談員             

 

（２）苦情の受付 

①苦情は面接､電話､書面等により苦情受付担当者が､随時受け付けます｡ 

②「伝言箱」を設置しており、文書で提出することができます。 

③苦情解決第三者委員を設置しておりますので、第三者委員に直接申し出ることも可

能です。 

 

（３）苦情の解決・報告 

苦情担当受付者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告します。その後施設内で

の苦情解決委員会を経て、第三者委員がその内容を確認します。希望に応じ、第三者

委員が苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 

 

（４）苦情解決のための話し合い 

①苦情解決にあたり申出人の意に沿わない場合､苦情解決責任者は苦情申立人と誠意

を持って話し合いにより解決に努めます。 

②その際､苦情申立人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお､第

三者委員の立会いによる話し合いは､下記により行います。 

   ・第三者委員による苦情内容の確認 

   ・第三者委員による解決案の調整､助言 
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   ・話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

（５）その他 

当事者間での解決が難しい場合等には、以下の相談・苦情窓口等でも受け付けていま

す。 

① 日野市健康福祉部介護保険課 

介護給付係 (代表電話)０４２－５８５－１１１１ 

(直通電話)０４２－５１４－８５１９ 

②日野市オンブズパーソン (代表電話)０４２－５８５－１１１１ 

(直通電話)０４２－５１４－８４６９ 

③東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口 

（専用電話）０３－６２３８－０１７７ 

④東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会  

                  （専用電話）０３－５２８３－７０２０ 

 

１４ 利用者の人権の擁護と虐待防止 

施設は、高齢者虐待防止法に則り利用者個人の尊厳を保持することに努めます。 

利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるよう努めます。 

 

（１）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

 

（３）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図ります。 

 

（４） 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

１５ 認知症介護に係る対応 

施設は職員の資質向上のため研修の機会を確保し、全ての職員（看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、その他これらに類するものを除く）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させる措置を講じます。 

 

１６ 身体拘束等の適正化 

  施設は、身体拘束等の適正化に関する指針を策定し、サービス提供にあたり、利用者

または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、【契

約書】第７条２に挙げる身体的拘束を行いません。この適正化を図るため、次の措置を

講じます。 

  

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催し、そ

の結果について従業員に周知徹底を図ります。 

  

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。指針は利用者や身元保証人等が

閲覧できるよう備えます。 

  

（３）従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 
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（４）やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由等の記録を行い、当該身体拘束の廃止に努めます。 

 

１７ 事故発生防止及び発生時の対応 

 施設は、事故発生防止及び発生時対応の指針を策定し、介護事故を防止し、安全かつ

適切に、質の高いサービスを提供する体制を確立するため必要な対応を講じます。 

 

（１）安全管理担当者を定め、介護事故の対策を検討する事故防止委員会を開催し、その

結果について従業員へ周知徹底を図ります。 

 

（２）原因不明の事故や重大事案などが発生した場合、臨時に事故検証委員会を開催し、

多職種にて検証を行います。 

 

（３）従業員に対し、事故発生防止及び発生時対応のための研修を定期的に実施します。 

 

１８ 法人の概要 

 ○名称・法人種別     社会福祉法人 マザアス 

 ○代表者役職・氏名    理事長 衣川 輝夫 

 ○本部所在地・電話    東久留米市氷川台 2-5-7 電話 042-477-7261 

 ○定款に定めた事業 

・ 第一種社会福祉事業 

      特別養護老人ホームの経営 

・  第ニ種社会福祉事業 

      老人デイサービスセンターの経営 

      老人短期入所事業の経営 

      老人居宅介護等事業の経営 

      認知症対応型老人共同生活援助事業の経営   

     小規模多機能型居宅介護事業の経営 

     障害福祉サービス事業の経営 

   ・ 公益事業 

     居宅介護支援事業 

     地域包括支援センターの経営 

 

 ○基本理念 

「社会福祉法人マザアス」は、わが国における高齢者福祉の分野において、地域社

会の福祉を推進することを目的に設立されました。 

マザアスは母（Mother）のような愛と大地（Earth）のような堅固さと包容力を持ち、

古来黄金律として知られた「何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそ

のとおりにせよ」を基本概念としてあげています。この理念に基づいて、高齢者の福

祉ニーズの充実を図りつつ、利用者の自立を助け、生きる価値の追求による自己実現

を促します。こうして福祉の働きを通して、人間存在の尊厳を認め合い、自己も他者

も相互に尊重され、温かく生きた人間関係に基づく、共にいきる社会の創造を目指し

ています。 
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  年  月  日 

 

 介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事

項を説明しました。 

 

事 業 者   

      所在地  東京都日野市万願寺一丁目１６－１ 

      名 称  特別養護老人ホーム マザアス日野 

      説明者  所属  生活相談課 

            

氏 名            印 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の

説明を受けました。 

 

     

利 用 者   住   所  東京都日野市万願寺一丁目１６－１ 

 

            氏   名                印 

 

           

身元保証人   氏   名                印 
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介護老人福祉施設マザアス日野重要事項説明書 別紙１（料金表） 

 

令和６年 8 月１日 現在 

 

 当施設の利用料金は以下のようになります。居住費及び食費につきましては、ご利用者

が属する世帯の利用者負担区分に応じて、負担減額認定が受けられる場合があります。 

 該当する場合には、施設へ認定証の提出が必要となります。提示がない時には、限度額

の適用が受けられない場合があります。 

 

１．介護サービス費 

   介護保険法等に定められる、介護に要した費用について介護保険負担割合証に記載

された割合をご負担いただきます。 

   介護に要する費用は、要介護度及び利用する居室種類別に定められます。また、施

設の体制等に応じ、加算が加わる場合があります。以下の数字は、特に記載ない場合、

一日あたりの数字になります。 

 

（１）単位数 

   基本部分及び加算部分に関する単位数は、以下の通りです。 

①基本部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、本項余白 

  

要介護度 単位数 

要介護 １ ５８９ 

要介護 ２ ６５９ 

要介護 ３ ７３２ 

要介護 ４ ８０２ 

要介護 ５ ８７１ 

 



13 

 

②加算部分    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、本項余白 

単位 備考 単位 備考

日常生活継続支援加算 36 Ⅰ 30

Ⅰ 4 Ⅱ 60

Ⅱ 8 自立支援促進加算 280 1月につき

Ⅰ（ロ） 13 Ⅰ 72 31～45日

Ⅱ（ロ） 16 Ⅱ 144 4～30日

準ユニットケア加算 5 Ⅲ 680 2～3日

Ⅰ 12 Ⅳ 1280 1日

Ⅱ 20 １月につき 72 31～45日

Ⅲ 20 １月につき Ⅰ 144 4～30日

Ⅰ 100 3月に一度 Ⅱ 780 2～3日

Ⅱ 200
要件により

月100単位
Ⅲ 1580 1日

Ⅰ 3 Ⅰ 26

Ⅱ 13 Ⅱ 41

Ⅰ 10 Ⅰ 3

Ⅱ 15 Ⅱ 4

Ⅲ 20 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 7日を限度

外泊時在宅サービス利用費用 560 6日を限度 Ⅰ 150

若年性認知症受入加算 120 Ⅱ 120

精神科医療療養指導加算 5 Ⅰ 100

325

配置医師の

通常の勤務

時間外

Ⅱ 10

650
早朝または

夜間
Ⅰ 22

1300 深夜 Ⅱ 18

外泊時費用 246 6日を限度 Ⅲ 6

初期加算 30 30日を限度 Ⅰ 40

退所前後訪問相談援助加算 460
各1回を限

度
Ⅱ 50

退所時相談援助加算 400 1回を限度 身体拘束廃止未実施減算

退所前連携加算 500 安全対策体制加算 20 入所時1回

退所時情報提供加算 250 1回を限度 安全対策体制未実施減算 -5

在宅復帰支援加算 10 業務継続計画未策定減算

在宅・入所相互利用加算 40 高齢者虐待防止措置未実施減算

栄養ケアマネジメント強化加算 11 Ⅰ 10

退所時栄養情報連携加算 70 １月につき Ⅱ 5

経口移行加算 28 新興感染症等施設療養費 240 ５日を限度

Ⅰ 400

Ⅱ 100

Ⅰ 90 1月につき

Ⅱ 110

療養食加算 6
1日3食を限

度

特別通院送迎加算 594 1月につき

１月につき高齢者施設等感染対策向上加算

所定単位数のマイナス3/100

所定単位数のマイナス1/100

ADL維持加算

１月につき生産性向上推進体制加算

科学的介護推進体制加算 １月につき

所定単位数のマイナス10/100

1月につき排泄支援加算

看護体制加算

1月につき

１月につき認知症チームケア推進加算

個別機能訓練加算

障害者生活支援体制加算

認知症専門ケア加算

配置医師緊急時対応加算

口腔衛生管理加算

1月につき経口維持加算

看取り介護加算Ⅱ

看取り介護加算Ⅰ

1月につき褥瘡マネジメント加算

生活機能向上連携加算

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算
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※当施設で加算する可能性があるもののみ記載しています。 

 

 

 

 

 

（２）金額 

金額は、介護保険負担割合証に記載された割合をご負担いただきます。 

日野市は、1 単位が 10.68 円となります。 

 

 

１割負担の１日当たりの目安 ２割負担の１日当たりの目安 ３割負担の１日当たりの目安 

要介護度 自己負担金額 要介護度 自己負担金額 要介護度 自己負担金額 

要介護 １ ７９７円 要介護 １ １，５９４円 要介護 １ ２，３９０円 

要介護 ２ ８８１円 要介護 ２ １，７６２円 要介護 ２ ２，６４３円 

要介護 ３ ９６９円 要介護 ３ １，９３８円 要介護 ３ ２，９０６円 

要介護 ４ １，０５３円 要介護 ４ ２，１０６円 要介護 ４ ３，１５９円 

要介護 ５ １，１３６円 要介護 ５ ２，２７２円 要介護 ５ ３，４０８円 

 

 

※上記自己負担金額には以下の加算を含んでいます。 

・日常生活継続支援加算 ・看護体制加算 Ⅰ ・夜勤職員配置加算 Ⅲ(ロ) 

・褥瘡マネジメント加算 Ⅱ・精神科医定期的療養指導加算 ・個別機能訓練加算 Ⅰ 

・介護職員処遇改善加算 ・介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ  

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

※入所後及び入院後の再入所時には、初期加算が 30 日間を上限として約 32 円加算さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、本項余白 

（１） （６） （11）

（２） （７） （12）

（３） （８） （13）

（４） （９） （14）

（５） （１０）

所定単位数の124/1000

所定単位数の117/1000

所定単位数の120/1000

所定単位数の113/1000

介護職員等処遇改善加算Ⅴ

所定単位数の101/1000

所定単位数の97/1000

所定単位数の90/1000

所定単位数の97/1000

所定単位数の86/1000

所定単位数の74/1000

令和6年6月1日～令和7年3月31日まで適用される加算

所定単位数の74/1000

所定単位数の70/1000

所定単位数の63/1000

所定単位数の47/1000
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２．食費 

食材料費及び調理費相当額をご負担いただきます。 

   利用者負担区分 第１段階～第３段階該当者につきましては、負担限度額認定を受

けることにより、１日あたりの負担限度額が以下の通りとなります。第４段階該当者

につきましては、１食単位の料金となります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※欠食（食事提供を行なわない場合）の費用負担の取り扱いは、以下の通りです。 

 

※ 体調不良等により、緊急受診・入院等となった場合につきましてはこの限りでは

ありません。  

利用者負担区分 

負担限度額 

（自己負担金） 

１日あたり 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階 ① ６５０円 

第３段階 ② １，３６０円 

利用者負担

区分 
１食当たり料金 

第４段階 

朝食 ３３３円 

昼食 

（おやつ

含む） 

８１４円 

夕食 ７０３円 

合計 １，８５０円 

 

届出提出状況 

 

利用者 

負担区分 

欠食予定日の前日、17:00 まで

に届け出が施設にて受理され

た場合 

左記以降に届け出が施設にて

受理された場合 

第一段階～第三段階 

1 日のうち、1 食でも食事提供

がある場合には、1 日あたりの

食費負担限度額をご負担いた

だきます。 

1 日のうち、１食も食事提供が

ない場合には、費用請求はあり

ません。 

届出が提出された翌日もしく

は当日は、1 食も食事提供が無

くとも、1 日あたりの食費負担

限度額をご負担いただきます。 

外泊の場合、２日目以降は左記

と同様の取り扱いです。 

第四段階 

食事提供数分の費用請求とな

ります。 

届出が提出された翌日もしく

は当日は、１食も食事提供が無

くとも、1 日 3 食分の合計費用

をご負担いただきます。 

外泊の場合、2 日目以降は左記

と同様の取り扱いです。 
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３．居住費 

   室料・光熱水費相当をご負担いただきます。 

金額は、ご利用いただく居室により異なります。利用者負担区分 第１段階～第３

段階該当者につきましては、負担限度額認定を受けることにより、１日あたりの負担

限度額が以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 外泊・入院等により、実際に居室の使用がない場合でも、入所契約が継続しており、

当該居室が利用者のために確保されている期間に関しましては、入院・外泊の翌日

から 6日目までは上記利用者負担区分に応じた金額をご負担いただきます。7日目

以降は利用者負担区分に関係なく、全ての方に第４段階の料金をご負担いただきま

す。 

② 感染症等により個室への入所の必要があると医師が判断した場合、著しい精神症状

等により、他の同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が判断

した場合には、個室を利用した場合でも多床室の費用負担となります。尚、前者に

ついては 30日が限度日数となります。また、いずれの場合も病院等における入院

治療の対象となる場合があります。 

  

 

      居室区分 

利用者 

負担区分 

従来型個室（特養） 

（個 室） 

多床室 

（2 人部屋・4 人部屋） 

第１段階 ３８０円 ０円 

第２段階 ４８０円 ４３０円 

第３段階 ８８０円 ４３０円 

第４段階 １，４９０円 １，１８０円 
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４．保険外負担金一覧 

 

サービス種類 金額 単位 備考 

日用品費 

（希望者のみ） 

A ７０円 

１日あたり 

ティッシュ・口腔ケア物品（歯ブラシ・義歯ブラ

シ・歯磨き粉・義歯洗浄剤）・フェイスタオル 

B  ８０円 

ティッシュ・口腔ケア物品（歯ブラシ・義歯ブラ

シ・歯磨き粉・義歯洗浄剤・口腔内清掃ブラシ）・

フェイスタオル 

クラブ活動 書道 １００円 
 

 

１回参加あたり 

 

 

参加者のみ 

喫茶 飲食代金実費 

調理 ２００円 

フラワーアレンジメント １，０００円 

その他 
活動内容に応じ 

実費相当分 
  

預り金管理 １，２００円 1 ヵ月あたり 希望者のみ 

買い物代行 ３００円 １回あたり 希望者のみ 

電気代 １００円 １日あたり 家電製品使用者（居室内） 

特別な食事 １００円 1 日あたり 希望者のみ 

サービス提供とは関係の

ない費用（希望者のみ） 
１８０円 1 日あたり 

支払い代行契約/手紙管理/保険証等管

理 

その他電気代   必要に応じて別途定めます 

理容・美容 実費 
カット・パーマ・ 

ヘアマニキュア等 
利用者のみ 

領収書再発行 ２００円 一枚 希望者のみ 

在籍証明書 ２００円 一部 希望者のみ 

クリーニング 実費  外部業者 

行政手続代行 実費   

契約書 第 15 条 2 項に 

定める費用 

契約書 第 12条 1項

及び、同条 5 項 
1 日あたり 利用者の要介護認定が有効である場合 

契約書 第 12条 1項

及び、同条 5 項 

1 日あたり（費用算定基

準は要介護 5 とする） 
利用者の要介護認定が有効でない場合 

契約書 第 16 条 4 項に定

める費用 
１０，０００円 1 回あたり  

 

※日用品費における交換の頻度は以下の通り 

ティッシュ：概ね月１箱、歯ブラシ及び義歯ブラシ、歯磨き粉、口腔内清掃ブラシ：概ね月１本、 

義歯洗浄剤：概ね週２個、フェイスタオル：毎日 
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介護老人福祉施設マザアス日野重要事項説明書 別紙２ 

（医療機関等） 

 

令和６年８月１日 現在 

協力医療機関 国立さくら病院・さくらホームケアクリニック・日野駅前病院 

内科 斉藤 行弘医師（さくらホームケアクリニック） 毎週木曜日 午後※１ 

精神科 渡邉 任医師（こころの訪問診療所いこま） 月２回 木曜日 午前※２ 

歯科 久富 隆夫医師（南多摩歯科クリニック） 毎週火曜日 午前※3 

皮膚科 松尾 陽香医師（国立皮フ科クリニック） 月１回 午前※3 

 

※１ 各週で診察するフロアが変わります。体調にお変わりがなければ、月に１回の診察となり

ます。 

※２ 必要に応じて療養指導をお受けいただきます。 

※３ お体等のご様子により、必要に応じて診察を受けていただきます。 

 

○ 上記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、上

記医療機関での診療・入院治療を強制するものでもありません。 

○ 予定日が祝祭日の場合には、診察等はありません。 

○ 診察日、診察時間は医師等及び施設の都合により予告無く変更になる場合があります。 

○ 医師等にご相談がある場合には、必ず事前に生活相談員までお申し出下さい。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


